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東京都障害者差別解消支援地域協議会設置要綱 

 

平成２８年６月１５日  

２８福保障計第４５２号  

 

（目的） 

第１ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号。以下

「障害者差別解消法」という。）第１７条の規定に基づき、東京都障害者差別解消支援地

域協議会（以下「協議会」という。）を設置し、障害の有無によって分け隔てられること

なく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、障害者差別

の解消に係る事例共有、関係機関の連携推進、差別の解消に資する効果的な取組の検討、

障害特性及び障害者への理解を促進するための普及啓発・研修等について協議を行うこ

とにより、障害を理由とする差別を解消する取組を推進する。 

 

（所掌事項） 

第２ 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。 

（１） 障害者差別の解消に係る事例共有、関係機関の連携等に関する事項 

（２） 障害特性及び障害者への理解を促進するための普及啓発・研修等に関する事項 

（３） 障害者差別解消法に係る取組に関する事項 

（４） その他、障害者の差別解消及び障害者の権利擁護に関する事項 

 

（構成員等） 

第３ 委員は、障害当事者・家族等関係団体、事業者等関係団体、有識者等により構成す

る。 

２ 委員は、福祉保健局長が委嘱する。 

３ 委員の任期は、選任の日から２年以内において福祉保健局長が定める期間とし、再任

を妨げないものとする。 

４ 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（臨時委員） 

第４ 協議会に、審議の必要に応じ、臨時委員を置くことができる。 

２ 臨時委員は、次に掲げる者のうちから福祉保健局長が任命する。 

(1) 学識経験者 

(2) 公共交通機関、サービス業、教育分野等の事業者団体代表者等 

(3) 前各号に掲げる者のほか、福祉保健局長が必要と認める者 

３ 臨時委員の任期は、調査審議する当該特別の事項又は専門の事項の調査審議に必要な

期間とする。ただし、再任を妨げない。 
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（会長及び副会長） 

第５ 協議会に、会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により決定する。 

３ 会長は、会務を総理し、必要に応じて協議会を招集する。 

４ 副会長は、会長が委員の中から指名する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 

６ 会長及び副会長の任期は、委員としての任期と同じとする。 

 

（関係者の意見聴取） 

第６ 協議会は、所掌事項の審議に際し、必要があると認めるときは、関係者から意見を

聴くことができる。 

 

（幹事） 

第７ 協議会及び部会における協議・検討の充実及び効率化を図るため、委員のほかにオ

ブザーバー及び幹事を置く。 

２ オブザーバー及び幹事は、福祉保健局長が任命する。 

３ オブザーバー及び幹事は、協議会に出席し、協議・検討に必要な情報を提供するとと

もに、協議会で検討された事項に関する取組及び普及に努めるものとする。 

 

（部会） 

第８ 協議会は、必要があるときは部会を設置することができる。 

２ 部会の設置及び構成は、会長が定める。 

 

（協議会の公開） 

第９ 協議会の会議は、公開する。ただし、出席した委員の３分の２以上の多数で議決し

たときは、公開しないことができる。 

 

（協議会に係る資料の取扱い） 

第１０ 協議会に係る資料は、公開とする。ただし、出席した委員の３分の２以上の多数

で議決したときは、公開しないことができる。 

 

（庶務） 

第１１ 協議会に関する庶務は、東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課において処理

する。 

 

（秘密の保持） 

第１２ 協議会の委員、これらの会議に出席した者等協議会の関係者は、相談事例に係る



 

障害者等の個人情報の保護に十分留意し、正当な理由なくその職務に関して知ることの

できた情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。 

 

（補則） 

第１３ この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は、別に定める。 

 

附 則（平成２８年６月１５日２８福保障計第４５２号） 

この要綱は、決定の日から施行する。 



所属 氏名

◎ 筑波大学大学院人間総合科学研究科教授 小澤　温

東洋大学ライフデザイン学部教授 川内　美彦

慶應義塾大学商学部教授 中島　隆信

○ 明星大学人文学部福祉実践学科教授 吉川　かおり

東京都精神保健福祉民間団体協議会運営委員長 伊藤　善尚

特定非営利活動法人東京難病団体連絡協議会副理事長 井上　信雄

公益社団法人東京聴覚障害者総合支援機構東京都聴覚障害者連盟事務局長 越智　大輔

公益社団法人東京都盲人福祉協会副会長 佐々木　宗雅

社会福祉法人東京都知的障害者育成会本人部会ゆうあい会副会長 橋本　豊

公益社団法人東京都身体障害者団体連合会顧問 宮澤　勇

社会福祉法人東京都知的障害者育成会副理事長 森山　瑞江

特定非営利活動法人ＤＰＩ日本会議障害者権利擁護センター所長 八柳　卓史

公益社団法人東京都医師会理事 平川　博之

公益社団法人東京都歯科医師会副会長 山崎　一男

公益社団法人東京都薬剤師会常務理事 山田　純一

東京都商工会連合会総務課長 斉藤 彦明

東京商工会議所産業政策第二部担当部長 福田　泰也

東京都中小企業団体中央会常勤参事 穗岐山　晴彦

一般社団法人東京経営者協会人事・労働部長 山鼻　恵子

東京都立永福学園統括校長（東京都立特別支援学校長会） 朝日　滋也

学校法人武蔵野東学園武蔵野東中学校校長 石橋　恵二

東京都立六本木高等学校統括校長（東京都公立高等学校長会） 本多　浩一

日本司法支援センター法テラス東京副所長兼法テラス多摩支部長（弁護士） 関戸　勉

弁護士 関哉　直人

東京都人権擁護委員連合会 中村　雅

社会福祉法人原町成年寮地域生活援助センター所長 笹生　依志夫

東京都社会福祉協議会福祉サービス運営適正化委員会事務長 高山　和久

株式会社円グループ相談支援事業所暖管理者 田中　文人

就業・生活支援センターWEL'S TOKYOセンター長 堀江　美里

社会福祉法人南風会青梅学園統括施設長 山下　望

目黒区健康福祉部障害福祉課長 篠崎　省三

瑞穂町福祉課長 横沢　真

あきる野市健康福祉部障がい者支援課長 渡辺　一彦

オブザーバー

法務省東京法務局人権擁護部第二課長 三戸　誠

厚生労働省東京労働局職業安定部職業対策課長補佐 加藤　辰明
国機関

福祉

東京都障害者差別解消支援地域協議会　委員名簿 

分野

学識経験者

関
係
団
体

障害の
ある人

医療

教育

法曹等

区市
町村

事業者

※分野ごとに五十音順、敬称略
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◎会長、○副会長 
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所属 氏名

弁護士 池原　毅和

東洋大学ライフデザイン学部教授 川内　美彦

弁護士 関哉　直人

慶應義塾大学商学部教授 中島　隆信

自立生活センター・日野事務局長（特定非営利活動法人ＤＰＩ日本会議） 秋山　浩子

東京都精神保健福祉民間団体協議会運営委員長 伊藤　善尚

特定非営利活動法人東京難病団体連絡協議会副理事長 井上　信雄

公益社団法人東京聴覚障害者総合支援機構東京都聴覚障害者連盟事務
局長

越智　大輔

公益社団法人東京都盲人福祉協会副会長 佐々木　宗雅

社会福祉法人東京都知的障害者育成会本人部会ゆうあい会副会長 橋本　豊

公益社団法人東京都身体障害者団体連合会顧問 宮澤　勇

社会福祉法人東京都知的障害者育成会副理事長 森山　瑞江

社会福祉法人めぐはうす地域生活支援センターMOTA 山梨　武夫

東京商工会議所産業政策第二部担当部長 福田　泰也

一般社団法人東京経営者協会人事・労働部長 山鼻　恵子

東京都立葛飾特別支援学校校長(東京都立特別支援学校長会） 小池　巳世

東京都立六本木高等学校統括校長（東京都公立高等学校長会） 本多　浩一

東京都社会福祉協議会福祉サービス運営適正化委員会事務長 高山　和久

就業・生活支援センターWEL'S TOKYOセンター長 堀江　美里

社会福祉法人南風会青梅学園統括施設長 山下　望

目黒区健康福祉部障害福祉課長 篠崎　省三

八王子市福祉部障害者福祉課長 古川　由美子

瑞穂町福祉課長 横沢　真

あきる野市健康福祉部障がい者支援課長 渡辺　一彦

区市
町村

関
係
団
体

福祉

※分野ごとに五十音順、敬称略

障害者への理解促進及び差別解消のための条例制定に係る検討部会　委員名簿

分野

学識経験者

障害の
ある人

教育

事業者
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障害者差別解消に係る条例制定に係る検討部会



○　現時点の主な検討事項は以下のとおり想定している。
　

　①　理念等
　
　②　都民及び事業者の理解促進
　
　③　事業者による取組の推進
　
　④　情報保障の推進
　　　※　他県の手話言語条例が規定する内容の扱いについて

　
　⑤　相談・紛争解決の仕組みの明確化

（１）　検討における主な論点について

○　既に障害者差別解消法（以下、「法」という。）が施行されている
状況を踏まえ、条例案は、法との整合を図りつつ、いかなる内容を
補完し、充実させるべきか。

H29.3.7 資料3-1

障害者差別解消に係る条例制定に係る検討部会





検討事項 主な論点と他府県条例における規定

　【主要論点①】
条例において都が示すべき基本理念とはどのようなものか

＜栃木県＞
　基本理念として以下の３点を規定
　①「すべての人の基本的人権の享有」
　②「誤解や偏見に基づく差別の解消」
　③「多様な主体の相互協力による差別の解消」

【主要論点②】
都民や事業者の責務をどう考えるのか

　＜茨城県＞
　県民及び事業者が努めるものとして以下の４点を規定
　①「障害のある人の社会参加支援」
　②「障害への理解を深め、差別解消等の施策への協力」
　③「障害のある人等が支援を求めやすい環境の実現」
　④「（障害のある人が）自らの障害特性等について県民等に伝えて理解を得る」

【主要論点③】
多様な企業が集積する都における事業者の取組支援をどのように規定するか

　＜埼玉県＞
　共生社会の推進に功績のあると認められるものを表彰できる旨規定

　＜徳島県＞
　県民及び事業者の取組を進めるため、　「県民、事業者等の自発的活動を
　促進するための情報の提供、助言等」を県が行う旨規定

【主要論点④】
多様な手段による情報の取得や意思疎通の推進を

どのように位置付けるか

＜徳島県＞　「情報の取得、コミュニケーションに対する支援」として1節を設け、
　　　　　　　　　以下を規定
　　①「情報の取得及び意思疎通における障壁の除去」
　　②「障害のある人に配慮した情報発信等」
　　③「意思疎通等の手段の普及」
　　④「意思疎通支援者の養成等」
　　⑤「災害時等の情報の確保」

＜神奈川県＞※手話言語条例
     手話が意思疎通及び情報取得又は利用のための言語である旨定め、
　　手話の普及等に関する基本理念、県、県民、事業者の役割を規定

①基本理念　等

障害者差別の解消に関する条例の検討における主な論点について

④情報保障の推進

②都民及び事業者
の

理解促進

③事業者による
取組の推進
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検討事項 主な論点と他府県条例における規定

障害者差別の解消に関する条例の検討における主な論点について
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【主要論点⑤】
　既存の相談窓口を踏まえた相談体制のあり方をどう考えるか

〈大阪府〉
　府に広域相談員を置くとした上で、その業務について、以下を規定
　①「相談事案に対応する市町村の機関（相談機関）の事案解決を支援
　　　するための助言、調査及び関係者間の調整」
　②「障害者等からの相談に応じ、相談機関と連携して必要な助言、調査
　　　及び関係者間の調整」
　③「相談機関相互の連携の促進、相談事案にかかる情報の収集および分析」

【主要論点⑥】
　実効性確保のあり方についてどう考えるか

〈千葉県〉
　「解決のための手続き」として1節を設け、以下を規定（概要）
　①「（地域相談員への）相談」
　②「助言及びあっせんの申し立て」・・知事に対して当事者、家族等が申し立てる
　③「事実の調査」・・知事が行う
　④「助言及びあっせん」・・知事が調整委員会（知事の附属機関）に審理を求める
　⑤「勧告等」・・助言又はあっせんに従わない場合、調整委員会が
　　　　　　　　　　 知事に対して差別の解消を勧告
　⑥「意見の聴取」・・知事は、勧告を行う前に意見の聴取を行う
　⑦「訴訟の援助」・・助言又はあっせんの審理を行った事案について、
　　　　　　　　　　　　　 調整委員会が必要と認めるときは、費用の貸付け等を行う
　⑧その他（貸付金の返還、秘密の保持）

⑤相談・紛争解決
の

仕組み



○　ヒアリングの実施について
 

　１　当事者団体ヒアリング実施の時期
　　　・４月下旬から５月中旬にかけて実施予定
　　　・第３回検討部会において、結果を報告
　　　・事業者団体へのヒアリングについては、 平成２９年夏頃に別途実施予定

　２　実施方法
　　（１）3回程度に分けてグループごとに実施をする。
　   （２）ヒアリングにあたっては事前に意見書の提出をお願いしたい。

　３　その他
　　ヒアリング実施は主に事務局が行うが、出席可能な委員は参加をお願いしたい。

（２）　検討の進め方について

○　条例案の作成に当たり、様々な立場の方々から意見を聴く場
として、　本検討部会を全9回程度開催。

○　各回のテーマに応じ、ゲストスピーカーを招へい
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第１回 3月7日
【テーマ①】検討における主な論点について

【テーマ②】検討の進め方について
本日検討

第２回 ４月下旬

・前回の議論の振り返り

【テーマ①】都民、事業者の理解促進（普及啓発）について
　（主要論点：都民及び事業者の責務をどのように考えるか。)

【4月下旬以降】
当事者団体を中心に
ヒアリングを実施

第3回 5月下旬

・前回の議論の振り返り

【テーマ①】団体ヒアリングの結果について

【テーマ②】情報保障の推進について（第1回）
　（主要論点：多様な手段による情報の取得や意思疎通の推進の位置づけ方）

第4回 6月下旬

・前回の議論の振り返り

【テーマ①】情報保障の推進について（第2回）
　（主要論点：多様な手段による情報の取得や意思疎通の推進の位置づけ方）

【テーマ②】相談・紛争解決の仕組みについて（第1回）
　（主要論点：既存の相談窓口を踏まえた相談体制のあり方について）

【7下旬頃】
第三回地域協議会

【7月から8月頃】
事業者等関係団体

へのヒアリングを実施

第5回 ８月上旬

・前回の議論の振り返り

【テーマ①】関係団体等へのヒアリング結果について

【テーマ②】相談・紛争解決の仕組みについて（第２回）
　　（主要論点：実効性確保の仕組みについてどう考えるか）

第６回 9月上旬

・前回の議論の振り返り

【テーマ①】事業者による取組の推進について
　（主要論点：多様な企業が集積する都における支援のあり方）

【テーマ②】条例の理念等総則について
　（主要論点：条例において都が示すべき基本理念とは何か）

【テーマ③】これまでの議論の整理（第１回）

第７回 10月下旬

・前回の議論の振り返り

【テーマ①】これまでの議論の整理（第２回）

【テーマ②】条例の名称について、その他

第８回 11月下旬

・前回の議論の振り返り

【テーマ①】条例の骨子について

【テーマ②】パブリックコメントの実施について

【12下旬頃】
第四回地域協議会

【1月から2月】
パブリック

コメントの実施

第９回 3月上旬
【テーマ①】パブリックコメントの結果について

【テーマ②】これまでの議論のまとめ

関連事項

　　　　　　　　条例検討部会における検討の進め方について　　

※　各回の議題に応じゲストスピーカーを適時招へいする。

回 日程 主な議題（案）
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